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国務院が、加工貿易の革新的発展の促進に関する若干意見を公布 

中国国務院は、2016年 1月 4日付けで「加工貿易の革新的発展の促進に関する若干意見（以下「意見書」）」を公布した。同意見書

は、革新的発展に関する指針となる基本原則を提示し、2020年までの加工貿易に対する革新的発展目標並びに政策措置を明確にし

た。次いで、商務部が「意見書」の要求事項に基づき、関係部門と共同して、革新的管理体制の改革、業務分担の明確化、責任業務の

管理、政策措置を完備し、地方政府のための現地の実情に即した適切な措置を打ち出していく。 

天津等 12 都市におけるクロスボーダー電子商取引総合試験区の増設 

国務院は、2016年 1月 15日付けで国函（2016）17号文を公布し、天津市、上海市、重慶市、成都市、深圳市などの 12都市にクロス

ボーダー電子商取引総合試験区を増設すると発表した。具体的な実施案は、都市所在地の省級人民政府が個別に発行する。 

2016 年、中華人民共和国輸出入税則本国細目注釈の補足と一部調整 

「中華人民共和国輸出入税則本国細目注釈」（以下「本国細目注釈」）は、税関及び関連政府機関、輸出入の関連業務に従事する組織

及び個人が、商品の分類を行うための法的根拠の一つである。税関総署の 2016年第 10号公告で「本国細目注釈」に補足と調整が

行われた。そのうち、ポリアミド-6.6切片（Polyamide-6.6）、加工を施さない溶液重合スチレン・ブタジエンゴム（S-SBR）、油展溶液重合

スチレン・ブタジエンゴム（油展 S-SBR）、Z形鋼（Z-steel）、プラスチック射出成型機の 4つの細目注釈を追加し、さらに球状化黒鉛、シ

リカゲル、加工を施さないブタジエンゴム（溶液重合法より製造するものを除く）、油展スチレン・ブタジエンゴム（溶液重合法を除く）、マ

ホガニー、乗用車の 6つの細目注釈を調整した。新たな「本国細目注釈」は、2016年 3月 1日から発効した。上述製品の輸出入業務

に従事する企業は、これらの動向に注意しながら、関連商品の税関分類（HS分類）に対する調整を早々に行う必要がある。 

「出入国検験・検疫機関が検験・検疫を実施する輸出入商品の目録」の改定 

国家質量監督検験・検疫総局（AQSIQ）と税関総署は共同して、「出入国検験・検疫機関が検験・検疫を実施する輸出入商品目録改定

に関する公告」を公布した。今回の改定は、主に商品分類に該当しないその他の天然水、複合ゴム、化学品に関するものである。公告

は、国家質量監督検験・検疫総局（AQSIQ）と税関総署によって、それぞれ 2016年 1月 1日及び 2016年 2月 1日より施行された。 

航空機の入国税収徴収管理及び価格査定の新規定 

税関総署は、2016年 1月 29日付けで第 6号公告を公布した。同公告は、税関が実際に出入国する航空機整備器材ではなく、航空

機整備用器材保証修理契約書に従って支払う修理費に対しても課税することを明確にした。当該業務は、中国国内航空会社が自主申

告したのち、所在地の管轄税関が再検査と管理を行う。税関総署は、飛行機のオペレーティングリースに対する課税価格査定業務を更

に規範化し、企業のための通関と税関管理の利便性を図るため、2016年 1月 29日付けで第 8号公告を公布し、飛行機のオペレーテ

ィングリース課税価格の査定関連の規定を改正した。 
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財政部を含む 5 つの政府機関が、通関地入国エリアの免税店政策に関する公告を公布 

財政部、税関総署など 5つの政府機関は共同して、通関地入国エリアの免税店に関する管理を規範化するため、「『通関地入国エリア

の免税店管理に対する暫定施行弁法』の印刷配布に関する通知（以下「通知」）」、及び「通関地入国エリアの免税店政策に関する公告

（以下「公告」）」を公布した。当該公告は、通関地入国エリアの免税店の、販売対象と販売条件、免税の税目、免税品目、免税適用の

購買金額と購入方法を明確にした。上述の通知と公告は、2016年 2月 18日より実施されている。 

海南離島観光客の免税政策の調整 

税関総署は、2016年 1月 29日付けで第 7号公告を公布し、「海南離島旅行者の免税購入に係る監督・管理に対する税関の暫定施

行弁法（税関総署 2015年第 7号公告）」を一部改正し、従前の同島観光客の年間免税購入の回数制限を撤廃し、新たに年間免税購

入額を 1人当たり 1万 6,000人民元を超えてはならないと改めた。今後、離島への観光客がオンライン離島販売窓口を通じて商品を

免税購入した場合、身分証若しくは飛行機の搭乗券を提示すれば、空港の隔離エリアの商品受け取り場所で購入した商品を受け取

り、携帯品扱いで島外に持ち出すことができる。当該政策は、海南島観光業の発展をより促進させるものとして期待されている。 

自動輸入許可証による通関作業ペーパーレス化の実施 

税関総署と商務部は共同して、2016年第 5号公告「自動輸入許可証取得済みの貨物の通関業務のペーパーレス化に関する通知」を

公布し、2016年 2月 1日より全国範囲で自動輸入許可証作業の通関作業ペーパーレス化を実施した。当該措置の有効範囲は、自動

輸入許可の「ロット・許可証対応」管理を実施する貨物（原油、燃料油を除く）で且つ輸入貨物毎の通関申告書も自動輸入許可証 1つだ

けで足りる。次には、全ての貨物を対象に自動輸入許可証の管理商品と証書の取り扱いまで拡大される。当該政策によって自動輸入

許可証の適用商品を輸入する企業に貿易手続きの利便性が大きく向上する。 

ニュージーランド原産の一部の商品に対する特別保障措置の実施 

税関総署は、2016年 1月に第 1、2、4号の公告を発表し、ニュージーランド産バター、その他油脂類、チーズ、固体乳、濃縮非固体

乳、クリームなどに対し特別保障措置を実施した。今後、上述のニュージーランド原産の輸入商品は最恵国待遇税率が再適用されるこ

とになる。なお、同政策により、関連商品に対しても輸入規制を受けることから、関連商品輸入の事業者は十分留意しておく必要があ

る。 

税関総署など 8 つの政府機関が、電気・電子製品の有害物質の使用制限管理弁法を公布 

財政部、税関総署など 8つの政府機関は、廃電気・電子製品に起因する環境汚染を予防・低減するため、「電気・電子製品における有

害物質の使用制限管理弁法」を公布した。当該弁法は、2016年 7月 1日より施行される。同弁法の施行と同時に 2006年 2月 28日

公布済み「電子情報製品による汚染の抑制に関する管理弁法」は廃止される。 

各地域の税関政策の最新動向 

広州税関 : 「インターネット＋関郵 e通」モデル実施の公布 

広州税関は、郵便物の通関手続きを簡素化するため、第 1号公告「インターネット＋関郵 e通」モデルを実行する。同モデルには「イン

ターネット+電子納税」「インターネット+追加申告」「インターネット+迅速な物品返却」「インターネット+通関情報の検索」の 4つが含まれ

る。郵送者は、インターネットプラットフォームのコンピュータクライアント用プログラム及びモバイルクライアント用アプリケーションから通

関手続きができる。上記の措置は 2016年 1月 15日より実施されている。なお、既存のメールによる通関申告も通用する。 

南京税関 : 一部の企業に対する歩留率自己管理モデルの改革試行 

南京税関は、2016年 1月 5日付で第 1号公告を公布した。同公告によると、関連要件を満たし、かつ歩留率自己管理の必要のある

加工貿易企業は、管轄税関に試行を申請し、適格企業は歩留率を自己管理できる。関連企業は当該改革の試行による影響に注意が

必要である。 

 



上海税関 : 「先入区、後通関」作業モデルに関する公告を公布 

上海税関は、上海自由貿易試験区の出入国貨物通関の円滑化を促進するため、2014年 5月 1日から同試験区税関特殊監督管理

区域の入国貨物の「先入区、後通関」作業モデルが実施されている。今回、同税関は、2016年 2月 16日付けで第 2号公告を公布

し、入国貨物の「先入区、後通関」作業モデルの適用範囲をさらに拡大して作業フローを改善した。第 2号公告の実施により、上海港の

試験区外の航空輸送の出入国貨物の積み降ろし、保管、引渡し、積み出しなどの取扱いに従事する監督管理場所の経営者にとって当

該作業モデルの適用によって大きな転換点となる。 
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